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平成３０年度第１９回庁議提案  審議・報告・その他 

提 出 日：平成３１年１月１５日 

担当部・課：産業部商工課〔内線３５２２〕 

① 件  名 

石巻市かわまち立体駐車場の利用料金の改定について 

② 施策等を必要とする背景及び目的（理由） 

【背景】 

石巻中央地区の中心市街地は、石巻の歴史、文化、産業を育んできた地域であり、特に旧北上川

の川沿いは、古くから川湊として市民に親しまれてきたことから、このエリアを震災後の観光交流

及び地場産業の復興を先導する新たな拠点とすべく、かわまち交流拠点整備事業として官民一体で

基盤・施設整備に取り組んでいる。 

平成２９年１１月に供用開始した本駐車場の利用促進策として、平成３０年７月から駐車料金

を昼間において２時間無料、夜間においては上限額を設定した運用を行っており、一定の効果が

得られたことから、恒常的な取組とすべく条例を改正するもの。 

 

【目的】 

利用者の利便性の向上、誘客及び滞留時間の促進による中心市街地の賑わい創出を図るため、使

用料を改定するもの。 

③ 根拠法令及び総合計画又は個別計画との整合性 

【根拠法令】 

石巻市かわまち交流拠点条例（平成２９年６月２８日条例第２５号） 

石巻市かわまち交流拠点条例施行規則（平成２９年９月２９日規則第３２号） 

 

【〔総合計画との整合性 総合計画の位置付け：有・無〕 又は 〔個別計画との整合性〕】 

 石巻市総合計画基本計画 

 第３章 地域資源を活かして元気産業を創造するまち 

  第７節 年間を通して観光客が訪れることによりにぎわいを創出する 

石巻市震災復興基本計画 

 施策大綱３ 自然への畏敬の念を持ち、自然とともに生きる 

 大区分４ 地域資源を活かす 

④ 提案に至るまでの経過（市民参加の有無とその内容を含む。） 

 平成２９年１１月 石巻市かわまち立体駐車場・バス駐車場供用開始 

※供用を開始した平成２９年１１月３０日から、「駐車時間３０分以上６０分

未満まで」について、減免適用し、実質６０分無料 

平成３０年 ５月 使用料を２時間無料とする実証実験（４月２８日から５月６日までの９日間） 

  ７月 使用料を２時間無料とするとともに、夜間の時間帯においては上限料金 

（１，５００円）を設定 

      １１月 本駐車場の運営の在り方を検討するため、本駐車場周辺の商店及び駐車場事業

者に対しアンケート調査を実施 

【実施期間】１１月１５日から１１月２２日まで 

【配 付 先】６５者（店舗６２者、駐車場事業者３者） 

【回答者数】５８者（店舗５５者、駐車場事業者３者） 

【回 答 率】８９％ 

【結  果】２時間無料化について ①肯定的意見６７．３％、 

②否定的意見８．６％、③その他２４．１％（分からない、無回答） 
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【駐車台数等（年度別／平日、土日祝日別 延べ台数）】              単位：台 

区 分 平成２９年度（11/30～3 月末） 平成３０年度（4～11 月末現在） 

平日 １４，１８５ ４７，３５６ 

土日祝日 １５，８１７ ５０，７８３ 

年度別 総計 ３０，００２ ９８，１３９ 

平均台数／日 ２４６ ４０２ 
 

⑤ 主な内容 

石巻市かわまち交流拠点条例の一部改正により、利用促進策として平成３０年７月から取り組んで

いる立体駐車場の料金体系を恒常的な取組とするもの。  

 

１ 現行の料金体系 

区 分 使用料 

駐車時間３０分未満 無料 

駐車時間３０分以上３０分までごとに １５０円 

 

２ 料金改定（案）  

区 分 使用料 

午前8時から午後 6時まで 

駐車時間 120 分未満 無料 

駐車時間 120 分以上 

30 分までごとに 
１５０円 

午後6時から午前 8時まで 

駐車時間 60 分未満 無料 

駐車時間 60 分以上 

30 分までごとに 

１５０円 

ただし、午後8時から午前 8時までの間、

その合計額が 1,500 円を超えるときは

1,500 円 
 

⑥ 実施した場合の影響・効果（財源措置及び複数年のコスト計算を含む。） 

【影響・効果】 

平成３０年７月から１１月までの５か月間の影響額等については、当初 4,434 千円の収入を見込

んでいたものが、駐車料金の減免後（120 分無料）は 3,080 千円となった。1,354 千円の減収が生じ

ているが、駐車台数は堅調に推移しており、本駐車場の利用者は増加傾向にある。 

また、平成３０年１０月に実施した通行量調査では、元気いちば前の平日通行量は 1,968 人（平

成２９年度 387 人）で 1,581 人（対前年度比 508.5％）の増、休日通行量は 2,631 人（平成２９年

度 1,098 人）で 1,533 人（対前年度比 239.6％）の増となり、かわまちエリアへの来街者は大幅に

増加している。 

⑦ 他の自治体の政策との比較検討 

 

⑧ 今後の予定及び施行予定年月日 

平成３１年１月 平成３１年３月末まで現在の料金体系を延長 

２月 市議会第１回定例会へ石巻市かわまち交流拠点条例の一部改正について提案 

  （平成３１年４月１日施行） 

４月 新料金制度の施行 

⑨ その他 

 

 


